
北部地域振興交流拠点における「食と農のイノベーション拠点」調査検討 
業務委託企画提案競技実施要領 

 

 北部地域振興交流拠点における「食と農のイノベーション拠点」調査検討業務委託企画

提案競技の実施については、この要領に定めるとおりとする。 

 

１ 委託業務名  

   北部地域振興交流拠点における「食と農のイノベーション拠点」調査検討業務委託 
 

２ 委託業務内容  

   別添の「北部地域振興交流拠点における「食と農のイノベーション拠点」調査検討

業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり。 

※ 仕様書は、実施しなければならない最低限の業務を示したものである。 

北部地域振興交流拠点における「食と農のイノベーション拠点」創出のための

施策を検討する上で、有益な調査や分析方法等のほか、応募者が有する知見や

ノウハウなどを生かした提案を積極的に行うこと。 
 

３ 委託期間  

   契約日から令和９年３月２３日（火）までとする。 
 

４ 契約限度額  

   ６，９３７，０００円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 
 

５ 参加資格  

   企画提案書を提出することのできる者は、（１）～（７）までに掲げる条件を全て満

たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４に規定する者でないこと。 

（２）埼玉県財務規則（昭和 39 年埼玉県規則第 18 号）第 91 条の規定により、埼玉県の一

般競争入札に参加させないこととされた者ではないこと。 

（３）公示日から提案書の提出期限までに、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要

綱（平成 21 年３月 31 日付け入審第 513 号）に基づく入札参加停止措置を受けていな

い者であること。 

（４）公示日から提案書の提出期限までに、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平

成 21 年４月１日付け入審第 97 号）に基づく入札参加除外措置を受けている者でない

こと。 

（５）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）による再生手続開始の申立て、会社更生法

（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立て又は破産法（平成 16

年法律第 75 号）の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。 

（６）告示日以前の 10 年間において、国、地方公共団体、民間企業等から類似業務を元請

けとして受託し、履行した実績を有すること（類似業務とは、「産業振興施設の構築・

運営、産業振興に関する調査・分析業務」をいう。） 



（７）本企画提案競技に複数の事業者で参加する場合には、次に掲げる全ての要件を満た

していること。 

  ア すべての構成員が前記（１）から（５）の要件を満たしていること。 

  イ 代表構成員が前記（６）の要件を満たしていること。 

  ウ 各構成員は、他の構成員として又は単独で本企画提案競技に参加していないこと。 
 

６ スケジュール  

   募集から業務の受注者の決定までのスケジュールは以下のとおりとする。 

令和８年２月１２日(木) 公募開始（ホームページの公開） 

令和８年２月１７日(火) １５時必着 質問受付期限 

令和８年２月２０日(金) １７時までに掲載 質問回答（ホームページへの掲載） 

令和８年２月２４日(火) １７時必着 企画提案競技参加申込書提出期限 

令和８年２月２６日(木) １２時必着 企画提案書等提出期限 

令和８年３月 ２日(月) プレゼンテーション審査 

令和８年３月上旬 契約先候補者決定 
 

７ 質問事項の受付及び回答  

   本件について質問を次のとおり受け付ける。 

（１）質問方法 

     様式第１号 「北部地域振興交流拠点における「食と農のイノベーション拠点」

調査検討業務委託企画提案競技質問書」に記入の上、電子メールで提出すること。 

    メールの件名：質問書提出_北部地域振興交流拠点における「食と農のイノベーシ

ョン拠点」調査検討業務委託 

    メール送り先：a3760-09@pref.saitama.lg.jp  

           ※埼玉県 産業労働部 産業拠点整備推進担当 あて  

（２）回答方法  

    質問に対する回答は、質問した法人名等を伏せた上で、県ホームページに掲載す

る。なお、電話等による質問には簡易なものを除き応じない。 

（３）受付期限等  

    受付期限：令和８年２月１７日（火）１５時必着 

    回答掲載：令和８年２月２０日（金）１７時までにホームページ掲載 
 

８ 企画提案競技参加申込書の提出  

   本企画提案競技への参加を希望する場合は、 様式第２号 「北部地域振興交流拠点

における「食と農のイノベーション拠点」調査検討業務委託企画提案競技参加申込書」

を提出する。 

   なお、本申込書は押印不要とする。 

（１）提出期限 

    令和８年２月２４日（火）１７時必着 

（２）提出方法 



    電子メールとする。 

    メールの件名：企画提案競技参加申込_北部地域振興交流拠点における「食と農の

イノベーション拠点」調査検討業務委託 

    メール送り先：a3760-09@pref.saitama.lg.jp 

           ※埼玉県 産業労働部 産業拠点整備推進担当 あて 
 

９ 企画提案書等の提出  

（１）提出期限 

    令和８年２月２６日（木）１２時必着  

（２）提出方法 

   ア 提出書類 電子データ一式 

      ※ 提出書類は、以下の「（４）提出書類」とする。 

（３）提出方法 

    電子メールとする。 

    メールの件名：企画提案書等の提出_北部地域振興交流拠点における「食と農のイ

ノベーション拠点」調査検討業務委託 

    メール送り先：a3760-09@pref.saitama.lg.jp 

           ※埼玉県 産業労働部 産業拠点整備推進担当 あて 

（４）提出書類 

  ア 企画提案書  様式第３号  

     様式第３号を表紙とし、企画提案の内容を添付すること。 

     ※｢９(５)企画提案の内容について｣参照  

  イ 業務工程表  様式自由  

     仕様書の各業務スケジュールについて、作業項目ごとに示した工程を記載する

こと。 

  ウ 業務実施体制調書  様式第４号  

     本業務委託を実施するための社内及び社外の連携を含めた実施体制について記

載すること。なお、再委託を予定している場合、その予定事業者の概要が分かる

もの（設立趣旨、事業内容のパンフレット等）や、再委託する業務の内容及び範

囲を示すこと。 

  エ 業務実績調書  様式第５号  

     「５  参加資格（６）告示日以前の 10 年間において、国、地方公共団体、民間

企業等から類似業務を元請けとして受託し、履行した実績を有すること（類似業

務とは、「産業振興施設の構築・運営、産業振興に関する調査・分析業務」をいう。）」

の受託実績について記載すること。なお、実績が多数ある場合は、本業務に関係

が深い実績を優先的に、５項目を限度に記載すること。 

  オ 見積書  様式第６号  

     見積金額については、提案内容を実現するために必要な全ての費用を積算し、

記載すること。併せて、仕様書「４ 業務内容」を参考に可能な限り詳細な経費を

積算した内訳書を添付すること。 



  カ 会社概要書  様式第７号  

     必要事項を記載し、会社の概要が分かるパンフレット等を添付すること。 

※ 「ウ 業務実施体制調書」で添付した再委託の予定事業者のパンフレット

を除く。 

  キ 実施要領「５ 参加資格」を満たしている旨の誓約書  様式第８号  

     「５ 参加資格」の全てに該当する者であることを誓約するもの。 

  ※ 複数の事業者により参加する場合は、「カ 会社概要書」、「キ 実施要領「５参加

資格」を満たしている旨の誓約書」についてはすべての構成員が提出すること。 

（５）企画提案の内容について  

  ア 様式 

  （４）アの企画提案書に添付する書類は任意とする。 

  ただし、企画提案書に添付する書類は、Ａ４版片面で作成し、ページ数は写真、画

像も含め２０ページ以内とすること。 

イ 記載内容 

  仕様書等に基づいて作成すること。 

  なお、仕様書に記載されている各業務内容について、それぞれ具体的に提案を記載

すること。 

 

（６）資料の閲覧について 

  ア 閲覧図書 北部地域産業振興機能等調査検討業務報告書（令和４年度） 

         北部地域産業振興施設等調査検討業務報告書（令和５年度） 

         北部地域振興交流拠点のうち産業振興施策及び施設に係る運営手法等

の調査検討業務報告書（令和６年度） 

         北部地域振興交流拠点における産業振興施設の配置等調査検討業務報

告書（令和７年度） 

※ 資料の閲覧期間は、当該業務の業務委託期間内のため、「北部地域

振興交流拠点における産業振興施設の配置等調査検討業務報告書

（令和７年度）」は暫定版である場合がある。 

  イ 閲覧場所 埼玉県 産業労働部 産業拠点整備推進担当 執務室 

         〒330-9301 さいたま市浦和区高砂３-１５-１（本庁舎４階） 

   ウ 閲覧期間 令和８年２月１３日（金） ９時から 

          令和８年２月２４日（火）１２時まで 

   エ 閲覧方法 閲覧時間は原則１時間以内とし、担当者に閲覧日前日までに予約をと

ること。他者の予約等により閲覧時間が確保できない場合は、閲覧を

することができない場合がある。 

                  閲覧を希望する場合は閲覧前に「閲覧に関する誓約書」 様式第９号 に

署名の上、提出すること。 

         閲覧においてカメラの使用は認めるが、コピーの使用は認めない。 

（７）その他  

  ア 企画提案書等の提出は、１者につき１提案に限る。 



  イ 企画提案書等の提出後はその内容を変更することはできない。また、提出された

企画提案書等は返却しない。 

  ウ 提出された企画提案書等は、提案者に無断で使用しない。ただし、埼玉県情報公

開条例（平成 12 年埼玉県条例第 77 号）に基づき公文書開示請求がなされた場合は

この限りではない。 

  エ 企画提案書等の作成に係る経費は、提案者の負担とする。 
 

１０ 契約先候補者の決定方法  

（１）審査方法 

    契約先候補者（以下「候補者」という。）の選定に当たっては、企画提案書等を提

出した者が、「北部地域振興交流拠点における「食と農のイノベーション拠点」調査

検討業務委託先選定委員会（以下「選定委員会」という。）」においてプレゼンテー

ションを行い、選定委員会が提案内容を総合的に審査し、最も評価点が高かった提

案者を候補者として選定する。 

    ただし、その者が著しく社会的信用を損なう等により、本業務を委託するにふさ

わしくないと認められるときは、次順位の者を候補者として選定する。  

    なお、企画提案書等を提出した者が１者のときは、選定委員会が提案内容を総合

的に審査し、本業務の委託先として適当であると認めた場合に、当該企画提案書等

を提出した者を候補者として選定する。 

（２）プレゼンテーション審査 

  ア 開催日時・場所 

    〈日時〉令和８年３月２日（月） 

    〈場所〉埼玉県庁周辺を予定 

     ※ 参加者に対して実施日、開始時間、会場等を電話又は電子メールで連絡す

る。 

     ※ 原則、対面での開催を予定しているが、オンラインで開催する等、開催方

法を変更する可能性がある。なお、その場合は詳細が決まり次第連絡する。 

  イ プレゼンテーション等の時間 

     プレゼンテーションは１者当たり１５分以内、企画提案に対する質疑は１者当

たり１０分程度とする。 

  ウ 出席者 

     １者につき３名以内、主たる説明者は本業務を実施する際の実務担当者とする。

なお、正当な理由なく参加しなかった者の提案は無効とする。 

  エ その他 

     プレゼンテーションは、提出された企画提案書等を用いるものとし、パソコン

の持ち込みを可能とする。 

  



 

（３）審査基準 

    審査項目、審査の視点及び配点は次のとおりとする。 

 

（５）選定結果の通知 

   選定結果は、プレゼンテーション審査参加者全員に対して令和８年３月上旬に電子

メールで通知する。 

 

１１ 失格事由  

  次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）提出書類に虚偽の記載をした場合 

（２）本実施要領に示した企画提案書等の作成や提出に関する条件に違反した場合 

審査項目 No. 評価項目 評価基準 評価区分 配点

業務実績調書 1 組織としての受注実績 類似業務の受注実績において、十分な成果を有している
か。
（類似業務とは、「産業振興施設の構築・運営、産業振興
に関する調査・分析業務」をいう。）

基礎点 5点

2 組織体制 業務を運営管理する体制は適切か 。 基礎点 5点

3 業務遂行における人員体制
と役割

業務責任者を含めた配置予定者が本業務に必要な専門性
や経験等を有しているか。

基礎点 10点

4 具体的で実効性のあるスケ
ジュールの提案

業務量及び業務の実施手順を的確に把握し、妥当性の高
い業務工程であるか。

基礎点 10点

企画提案書 5 本業務の目的や背景及び位
置づけの理解

本業務の背景や目的の記載があり、調達仕様書の記載と
整合していること。 基礎点 5点

6 「食と農のイノベーション拠
点」ステークホルダーへの
ニーズ調査

ヒアリング対象の選定基準、想定ヒアリング件数及びヒアリ
ングの観点を、業務目的・課題との関係が分かるよう具体
的に示しているか。 基礎点 10点

ヒアリングで確認するべき内容や仮説及び想定するヒアリ
ング先企業等を具体的に整理できているか。 加点 10点

アポイント取得や日程調整、実施体制など、想定される実
施上の制約と対応策を示し、計画どおりの実施可能性が担
保されているか。

加点 10点

7 他のインキュベーション施設
入居者へのアンケート調査

必要な回答サンプルを確保できる配布・回収計画（調査企
業数、想定回収数、回収手段等）を具体的に示している
か。

基礎点 10点

8 ユーザーごとに必要な施策等
の提案

ヒアリング調査及びアンケート調査の結果を用いて、ユー
ザーごとのニーズや課題を整理及び分析し、施策案及び利
用シナリオを提案する手順（検討プロセス等）を具体的に整
理できているか。

基礎点 15点

施策案や利用シナリオを検討するための整理・検討の仕方
（ユーザーの分類、ユーザーの要望に応える施策案のまと
め方等）を具体的に示しているか。

加点 10点

9 北部地域産業振興施設検討
のためのサポート業務

類似の産業振興施設等に関する知見の内容及び施設の
利用シナリオ・機能等に関する助言の進め方（本業務の背
景及び課題から想定する論点、助言の観点、提供方法等）
を具体的に示しているか。

基礎点 15点

10 独自の提案、有益な提案の
有無

本業務の効果を促進させるための独自の提案、もしくは有
益な提案が積極的になされているか。 基礎点 10点

見積書 11 経費の妥当性 経費の見積内容の項目や算出根拠は合理的かつ妥当な
ものであるか。 基礎点 10点

所在地 12 本店又は主体となる支店営
業所等の所在

県内に本店又は契約の主体となる支店営業所等を置く企
業であるか。 基礎点 5点

合計 140点

区分

経験・能力、
業務の実施体
制

業務実施体
制調書、
業務工程表、
会社概要書、

企画提案内容

その他



（３）見積書の金額が契約限度額を超える場合 

（４）評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

（５）その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 
 

１２ 契約の相手方の決定方法等  

（１）業務内容に関する細目事項について、候補者と県の間で協議の上、別添「北部地域

振興交流拠点における「食と農のイノベーション拠点」調査検討業務委託契約書（案）」

により業務委託契約を締結する。その際、企画提案の内容等により仕様書の一部を変

更することがある。 

（２）候補者の辞退や協議が整わない場合及び当該候補者が業務委託契約を締結するまで

の間に、「５ 参加資格」を満たさなくなった場合は、当該候補者に対してその資格を取

り消す旨の通知をした後、評価が２番目に高かった者を新たに候補者とし、改めて協

議を行う。新たな候補者が辞退等した場合は、次に評価が高かった者を新たに候補者

とし、協議を行う。 

（３）協議が整った場合は、候補者から改めて見積書を徴収し、見積書の内容を精査の上、

随意契約による業務委託契約を締結する。なお、見積額については、正当な理由があ

ると県が認める場合を除き、企画提案時からの増額は認めない。 

（４）契約締結までの間に埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成 21 年３月

31 日付け入審第 513 号）に基づく入札参加停止措置を受けた場合には、契約しないこ

とがある。 
 

１３ 企画提案書等の情報公開  

   契約締結後、契約の相手方となる企画提案者の名称、審査結果概要等の情報公開を

行う。また、県民等からの情報公開の請求に応じて契約の相手方となる企画提案書等

の情報公開を行う場合がある。 
 

１４ 契約保証金等について 

（１）契約の相手方は、この契約の締結と同時に契約金額の 100 分の１以上を乗じた額を

契約保証金として納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則第 81 条第２項の規定

に該当する場合は、免除する。 

（２）本企画提案競技に係る一連の手続き及び契約等に関する手続において使用する言語

及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 
 

１５ 問い合わせ先  

   埼玉県 産業労働部 産業拠点整備推進担当 

   住 所：〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３-１５-１（本庁舎４階） 

   電 話：048-830-3742 

   電子メール：a3760-09@pref.saitama.lg.jp 


